
総合的な相談体制の構築に関する庁内検討委員会（第３回） 

 

 

次  第 

 

 

（日 時）令和元年７月３１日（水）午後１時３０分から 

（場 所）前原暫定会議室 

 

 

１ 議題について 

 

 ⑴ 自立相談サポートセンター及び福祉総合相談窓口の運営方法について 

（資料１） 

 

 

 ⑵ 個別相談の基盤となる体制について 

（資料２） 

 

 

 ⑶ 包括化推進員の業務内容について 

（資料３） 

 

 

 ⑷ 地域共生社会推進検討会中間とりまとめ（厚生労働省）について 

   （資料４） 

 

 

 ⑸ その他 

 

 

 

 

２ 次回開催日程について 



資料１ 
 

 

 

自立相談サポートセンター及び福祉総合相談窓口の運営方法について 

 

 

 生活困窮者自立相談サポートセンター及び福祉総合相談窓口について、事業の運営方

法の考え方は以下のとおりである。 

 

項目 
自立相談サポートセンター 

（生活困窮者自立相談支援事業） 

福祉総合相談窓口 

（包括的支援体制構築事業） 

運営方法 社会福祉協議会へ委託 社会福祉協議会へ委託し、自立相談

サポートセンターを中核機関とす

る。 

事業運営

を委託す

る理由 

・支援ノウハウをもった団体に委

託する方が事業実施に有利である

ため。 

・直営で実施する場合、自治体の

正規雇用職員に係る人件費が国庫

負担の対象とならないため。 

・国の実施要綱において、地域にお

ける相談支援機関の中から関係機

関を円滑にコーディネートするこ

とが可能な機関を選定することと

されているため。 

・直営で実施する場合、自治体の正

規雇用職員に係る人件費が国庫補

助の対象とならないため。 

自立相談

サポート

センター

を中核機

関とする

理由 

 自立相談サポートセンターは、地域

づくりを意識した相談支援体制と

して、社会福祉士等の専門職員を配

置し、年齢に関わらず複合的な課題

を抱える相談支援実績を重ねてい

るため。 

社会福祉

協議会を

委託先と

する理由 

本事業以前の生活困窮者対策事業

である低所得者・離職者の相談窓

口や住宅支援給付事業、貸付・権

利擁護事業の実績があり、豊富な

相談実績や社会福祉士等専門職員

がいるため。 

事業の中核機関は、関係機関を円滑

にコーディネートすることが可能

な機関であることが必要とされて

おり、地域福祉コーディネーターや

ボランティア・市民活動センター等

の実績があり、地域福祉活動の拠点

であるため。 
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個別相談の基盤となる体制について 

 

  福祉総合相談窓口に向け、個別相談の基盤となる体制については、以下のとおり、現行の生活困窮者自立相談支援事業の機能を活用、

拡充して整備する。 

      

№ 項 目 生活困窮者自立相談支援事業（現行） 福祉総合相談窓口に向けての拡充（方向性） 

１ 運営方法 社会福祉協議会へ委託  

２ 名 称 自立相談サポートセンター 
【名称変更】 

福祉総合相談窓口（自立相談サポートセンター） 

３ 設置場所 社会福祉協議会内  

４ 窓口開設時間 
月～金曜日（土日・祝日休み） 

午前８時３０分～午後５時 

【休日窓口を新たに実施】 

新たに毎月第１開庁日のみ休日窓口を実施 

５ 相談対象者 

現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持するこ

とができなくなるおそれのある者のうち、本事業に

よる支援が必要と認められる小金井市に居住する

者（経済的な困りごとと合わせて、生活上で様々な

不安や課題を抱えた方） 

【対象者が広範囲であることを明確化】 

・年齢や障がいの有無、経済状況等に関わらず、生活上

の様々な不安や課題を抱えた本人、家族及びその他関

係者 

・どこに相談したらよいか不明な方 
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№ 項 目 生活困窮者自立相談支援事業（現行） 福祉総合相談窓口に向けての拡充（方向性） 

６ 人員体制 

主任相談支援員１名 

相談支援員２名 

家計改善支援員１名  相談対応４名体制 

【２名増員】 

包括化推進員２名を新たにサポートセンターに配置

し、相談対応６名体制 

７ 財 源 

（自立）国負担 3/4、市 1/4  

元年度予算額 10,062千円（上限 18,500千円） 

（家計）国補助 1/2、市 1/2 

元年度予算額 3,238千円（上限 12,000千円） 

【国庫補助金を活用】 

国の包括的支援体制構築事業実施要領に基づく事業

内容とすることで国庫補助金を活用 

国補助 3/4、市 1/4 基準額上限 15,000千円 

８ 広 報 

・市報の相談一覧に毎月掲載、半年ごとに説明文を

掲載 

・ホームページに概要掲載 

・庁内関係各課・機関でチラシを配布 

・広報掲示板に随時掲示 

・社協の広報に随時掲載 

【相談を幅広く受け付けることに重点を置いて広報を

強化】 

・「福祉総合相談窓口」の機能や設置場所について、事

業開始時において一層重点的に広報 

・経済的困窮に限らないことを随時周知 

９ アウトリーチ 必要に応じて相談支援員が居宅を訪問 
【取組の拡充】 

２名の包括化推進員を中心に取組を拡充 

10 

関係機関との

ネットワーク

づくり 

・複合的な相談内容の場合、相談支援員が関係機関

と随時連携 

・支援調整会議の場を活用した制度周知、関係づく

り 

【ネットワークづくりの強化】 

２名の包括化推進員を中心にネットワークづくりを一

層強化 
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№ 項 目 生活困窮者自立相談支援事業（現行） 福祉総合相談窓口に向けての拡充（方向性） 

11 
相談受付・連絡

票作成 

窓口で受け付けた相談について、１件ごとに連絡票

を作成する。 

【相談対応人員の拡充】 

従来の相談支援員３名に加えて包括化推進員２名が相

談を受け付け、連絡票を作成する。 

12 

課題分析・振り

分け（アセスメ

ント） 

連絡票に整理された案件について、課題を分析す

る。 

【困難な複合的課題への対応拡充】 

困難な複合的課題は包括化推進員が主担当となって支

援を推進する。 

13 

庁内関係課、他

機関への同行

支援 

既存の公的支援で対応できる場合は、窓口職員（受

託者）の同行支援により庁内関係課、他機関に引継

ぎを行う。 

【同行支援体制の拡充】 

同行支援対応者が、従来の相談（家計）支援員４名体制

から、包括化推進員２名を加えた６名体制となる。 

14 
支援計画案の

策定 

支援計画の策定が必要な場合は、課題分析に基づ

き、相談１件ごとに支援計画案を策定する。 

【困難な複合的課題への対応拡充】 

困難な複合的課題は包括化推進員が主担当となるた

め、関係機関との連携を一層強化した支援計画の策定

が可能となる。 

15 

支援調整会議

招集・開催・支

援計画の検討

等 

策定された支援計画案の内容を検討するため、必要

に応じて庁内関係課、他機関を招集し、支援調整会

議を開催する。 

・個別支援計画の検討 

・庁内関係課、他機関の役割調整 

 

【相談支援包括化推進会議を設置】 

個別支援計画の検討は引き続き支援調整会議で行う

が、困難な複合的課題については、関係機関の出席範囲

を拡大して一層の連携強化に向けた包括化推進会議を

開催する。 
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№ 項 目 生活困窮者自立相談支援事業（現行） 福祉総合相談窓口に向けての拡充（方向性） 

16 
支援計画の決

定 
支援調整会議で了承された支援計画を決定する。 

 

 

 

17 
支援サービス

の提供開始 

決定した支援計画に沿って、庁内関係課、他機関が

連携して支援サービスを提供する。 
 

18 
支援状況の経

過確認、評価 

支援状況の経過確認を行い、必要に応じて（仮称）

支援調整会議に戻り、支援計画を見直す。 
 

19 
自立、他機関へ

の引継ぎ 

支援サービスの提供開始後、自立や他機関への引継

ぎで終了した場合、支援終了となる。 
 

 



資料３ 

 

 

包括化推進員の業務内容について 

 

 福祉総合相談窓口で重要な役割を担うこととなる包括化推進員の業務内容は、国

の包括的支援体制構築事業実施要領に基づき、事業開始年度においては以下のとお

りとする。 

 

⑴ 資格要件 

社会福祉士等の相談援助に関わる資格取得者や、福祉分野における相談支援機

関で実務経験を有する者など、地域の相談支援機関等を適切にコーディネートで

きる能力を有する者 

 

⑵ 配置場所及び活動範囲 

  包括化推進員は、２名を社会福祉協議会（自立相談サポートセンター）に配置

し、市内全域を活動範囲とする。２名の推進員が、地域包括支援センターの４地

区を分担して担当する方法が想定される。 

 

⑶ 業務内容 

ア 相談者に対する支援の実施 

   福祉総合相談窓口における相談のうち、自立相談支援員のみでは対応が困難

な複合的課題を抱える相談者を支援するため、自立相談サポートセンターや関

係機関の既存機能を最大限活用しつつ、自立相談支援員や関係機関と連携・協

働して包括的な支援の具現化を目指す。アウトリーチへの取組も行う。 

 

№  項 目 内 容 

1 
相談者が抱える課

題の把握 

相談支援機関のコーディネートの必要性の有無を把握

するため、直接又は相談支援機関からの聞き取り等に

より、相談者本人のみならず、その属する世帯全体が

抱える課題を把握する。 

2 プランの作成 

把握した課題の解決を図るため、相談者の希望を十分

に尊重しつつ、相談支援機関においてそれぞれ実施す

べき基本的な方向性等に関するプランを作成する。 

3 
相談支援機関等と

の連絡調整 

作成したプランの内容について、相談支援包括化推進

会議等を通じて、相談支援機関等の間で調整を行う。 

4 

相談支援機関等に

よる支援の実施状

況の把握及び支援

内容等に関する指

導・助言 

定期的に相談支援機関等による支援の実施状況を把握

し、必要がある場合には、支援内容等に関して指導・

助言を行うとともに、相談支援包括化推進会議等を通

じて、支援内容の調整又は見直しを行う。 



 

イ 相談支援包括化ネットワークの構築 

複合的な課題を抱える相談者等の自立を支援する観点から、地域において、

相談支援機関等がそれぞれの役割を果たしつつ、チームアプローチによる相談

支援包括化ネットワークを構築するため、以下の取組を行う。 

 

№ 項 目 内 容 

1 
相談受付時における

連絡体制の構築 

あらかじめ、ネットワークに参加する相談支援機

関に、複合的な課題を抱える相談者等からの相談

があった場合には、包括化推進員に連絡が行われ

るような体制を構築する。 

2 役割分担の整理 
包括化推進員と主任相談員（自立）などの多職種

との役割分担、協働のあり方を整理しておく。 

3 
課題把握及びコーデ

ィネート 

相談者本人または相談支援機関の担当者への面談

などを通じて、相談者等が抱える課題を把握し、

ネットワーク参加団体との役割分担を図った上、

必要なコーディネートを行う。 

 

ウ 自主財源確保のための取組の推進 

地域に不足する新たな社会資源の創出・運営に係る財源を安定的に確保する

観点から、多職種間での連携・協働を図りつつ、社会福祉法人による地域貢献

の取組や共同募金の活用、企業又は個人からの寄付金拠出の働きかけ等の取組

を推進する。 

 

エ 新たな社会資源の創出 

多職種間での連携・協働を図りつつ、ボランティア等地域住民の参画を促し、

単身世帯への見守りや買い物支援、各種制度の対象とはならない生活支援サー

ビスなど、地域に不足する社会資源の創出を図るための取組を推進する。 

 

⑷ 自立相談・家計改善支援事業との一体的実施 

 包括化推進員は、福祉総合相談窓口（自立相談サポートセンター）において、

従来からの自立（家計）支援員と共通の事務室で一体的に業務に従事し、窓口来

庁者や電話相談への対応等についても連携・協力して取組むこととなる。社会福

祉協議会においては、国庫負担・補助金の取り扱いの観点から、従来から実施し

ている自立相談・家計改善支援事業の按分に加え、包括的支援体制構築事業につ

いても適切に経費を按分して管理する必要がある。 






